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宇喜田・小島地区自治連絡協議会則


第１章　　総　　則

（名称）

第１条　　本会は、宇喜田・小島地区自治連絡協議会（以下「協議会」いう）と称する。
（事務所）

第２条　　協議会は、事務所を会長宅に置く。
（目的）
第３条　　協議会は各町・自治会相互の連絡並びに親睦と融和を図り、自治精神のかん養に努め、生活環境の改善と地域住民の福祉増進に寄与することを目的とする。
（事業）

第４条　　協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（１）　地域住民相互の交流と親睦を促進する事業
（２）　地域内の良い環境と住みよい街づくりに係わる事業
（３）　葛西消防団第八分団の消防活動を助成するための必要な事業
（４）　その他、前条の目的達成のために必要と認める事業


第２章　　構　　　成
（構成団体）
第５条　　協議会の構成団体は宇喜田・小島地区内の各町会・自治会で協議会の目的に賛同し、その事業を理解している各町・自治会をもって構成する。
（入退会）
第６条　　協議会に入退会しようとするときは、その趣旨を文書により会長に申し出、役員の承認を得なければならない。

第３章　　　役　　　員

（役員）

第７条　　協議会に次の役員を置く
（１）会長　　　　　　１名
（２）副会長　　　　若干名　（事務局を含む）
（３）会計　　　　　　２名
（４）会計監査　　１～２名
（５）必要に応じて理事を置くことができる
（役員の職務）


第８条　　役員の職務は、次のとおりとする。
（１）　会長は会を代表し、会務を総括する。
（２）　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
（３）　会計は本会の経理を処理し、会計報告を行い。
（４）　会計監査は本会の会計を監査し、その結果を報告する。
（５）　理事は、前条（１）から（４）までの役員を補佐し、会運営の円滑を図る。
（６）　役員は役員会を構成し、会務の執行を決定する。
（役員の選出）
第９条　　役員は総会前の役員会で推薦し、総会において決定する。
（役員の任期）
第１０条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
　　２　　役員が任期途中で退任した場合、後任者の任期は残任期間とする。

第４章　　会　　議

（会議の種類）

第１１条　協議会の会議は、総会、定例会及び役員会とする。
（議決事項）

第１２条　総会は事業報告、決算、事業計画、予算、役員、会則改正等を審議決定する。
　　２　　定例会は次の事項を決定する。
（１）　役員会より付議された事項の決定
（２）　会務執行上、必要と認める事項を役員会へ付議すること。
　　３　　役員会は次の事項を決定する。
（１）　総会の議決した事項の執行に関する重要な事項。
（２）　総会に付議すべき事項。
（３）　その他、総会の議決を要しない会務の執行。
（４）　定例会に付議すべき事項。
（５）　顧問、相談役の推薦。
（開催）

第１３条　総会は毎年１回、会計年度終了後原則として２ヶ月以内に開催する。
　　　　　ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
　　２　　定例会は毎年３回以上開催する。
　　３　　役員会は随時開催する。

（招集）
第１４条　会議は全て会長が招集する。
（議長）

第１５条　総会の議長は、その総会において出席の構成員の中から選任する。
　　２　　定例会、役員会の議長は、会長又は指名したものがこれにあたる。
（定足数）

第１６条　会議は、これを構成する者の２分の１以上の出席があれば開会することができる。
（議決）

第１７条　会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決とするところによる。

第５章　会　　計

（経費）

第１８条　協議会の経費は町会・自治会の分担金及びその他の収入を似って充てる。
　　２　　分担金算出方法は世帯数×０.８１×１３０円とする。
（会計年度）

第１９条　協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第６章　　　補　　　則

（顧問等）

第２０条　協議会に顧問、相談役を置くことが出来る。
　　２　　顧問、相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。
　　３　　顧問、相談役は重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
（女性部会の設置）

第２１条　協議会には、女性部会を置く。
　　２　　女性部会は、協議会の目的を達成するために、協議会の諸事業に協力するほか適宜女性部会独自の活動を行うことにする。
（女性部会の選出）

第２２条　協議会会長は、町会･自治会から推薦された女性部員の中から概ね４名（部長・副部長）を推薦する。
　　２　　協議会会長は、女性部会長を葛西自治連の役員に推薦し、登録する。
　　３　　女性部会長の任期は１期２年とし、再任は、２期４年までとする。ただし、副部会長については再任を妨げない。
４　　協議会の会長及び副会長は、女性部会の適正な運営を図るため、必要に応じ相談・協力をするものとする。

（任期）

第２３条　この会則の施行について必要な事項は、会長が役員の議決を経て定める。


付則

本会則は、平成１６年５月１６日より施行する。
本会則は、平成１７年４月１日より施行する。
本会則は、平成２５年４月１日より施行する。

